
〇 個人情報取扱事務目録の見方について  

個人情報取扱事務目録の各項目及び記載内容の見方は次のとおりです。 

 

      ①      ②     ③           ④           ⑤         ⑥       ⑦ 

 

 

①「事務の名称」 個人情報を取り扱う事務の名称を記載しています。  

②「議会局担当課名」 個人情報を取り扱う事務を実施する議会局の担当課を記載しています。議会局内で共通して行う事務については、「議

会局共通」又は「議会局 総務部 秘書総務課（議会局共通）」と記載しています。  

③「開始日 変更日 廃止日」 事務の開始日等を記載しています。 

④「事務の目的及び概要」 個人情報を取り扱う事務の目的と概要を記載しています。  

⑤「対象者の範囲」 個人情報を取り扱う事務の対象者の範囲や基準等を記載しています。  

⑥「個人情報の項目」 個人情報を取り扱う事務において、下記の区分に該当する情報を収集している場合は ○ を記載しています。  

・一般的取扱情報 基本（識別番号等・氏名・住所・生年月日等）、経歴（学歴・職歴・資格等）、経済（所得・収入・取引状況・口座番号

等）、心身（体格・運動能力・写真・肖像等）、生活（家族状況・親族・続柄・居住状況等）  

・要配慮（信条・障害・病歴・健康診断結果等）  

⑦「利用目的外の経常的な利用又は提供」 個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えて、個人情報を経常的に利用又は提供している場合

は ○ を記載しています。 


